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平成 30 年度男女共同参画基本計画に基づく 

実 施 事 業 に 対 す る 意 見 書 に つ い て 

 

 

 当審議会では、姶良市の男女共同参画社会形成促進のため、男女共同参画基本計画の進捗状況に

ついて市民の立場から評価し、審議しました。 

 つきましては、次のとおりまとめましたので意見書として提出いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

  



（備考） 

配慮項目 

【１】審議会や関係機関との協議など事業に関する意思決定をするときのメンバー選考につい

ては、性別に限らず、多様なメンバーで構成されるよう努めた。 

【２】事業の対象者を決めるときは、近年の家族形態や生活スタイルの多様化を考慮した。 

【３】事業を実施するときには、男女のニーズの違いに配慮し、性別に対する固定観念が反映

されないよう、また性別に基づく偏見を助長することがないように注意を払った。（性

別に対する固定概念とは、「男性だから○○」「女性だから△△」など性別を基準とした

考え方のこと。） 

【４】事業を実施するときには、男性女性どちらでも利用しやすいような実施環境（日時や託

児、情報提供など）を整えた。 

【５】事業の対象者に対して、市や県、関係機関などが実施する男女共同参画についての研修

や男女共同参画に関する事業などへの参加を促した。 

【６】事業の対象者に対して、アンケート調査や意見交換などを行い、男女共同参画の意識に

ついての現状把握を行った。 

【７】事業の実施に関わる外部の人材や委託先に対して、男女共同参画の推進に影響を及ぼす

事項については配慮を行うよう要請した。 

【８】事業を広報するとき（案内文書や資料を作成するとき、また広報誌やホームページを作

成するときなど）は、性別による固定観念が含まれていないか、また固定的な性別役割

分担意識を助長するような内容になっていないか、DV やセクハラなど人権問題に抵触

していないかなど、その表現について注意を払った。 

 

重点項目 

【１】男女共同参画社会について、あらゆる場における教育の推進  

【２】男女共同参画社会の形成を阻害する制度・慣行の見直し    

【３】女性の人権を侵害するあらゆる暴力の防止、救済に向けた環境の整備  

【４】男女共同参画の視点に立った生涯を通じた心身の健康に関する支援  

【５】生活上の困難や課題をかかえる人々が安心して暮らせるための男女共同参画の 

視点に立った環境の整備      

【６】仕事と生活の調和を図るための男女共同参画の視点に立った環境の整備  

【７】政策・方針決定過程への女性の参画の拡大        

【８】男女共同参画の視点に立った地域づくり活動の推進    

【９】男女共同参画社会づくりに向けた推進体制の整備     

 

 
  



姶良市男女共同参画基本計画に基づく平成 30 年度実施事業の進捗状況についての評価に

対する意見について（報告） 
 

本審議会では、平成 30 年度における「男女共同参画基本計画に掲げられた９つの重点的に取り組むこ

と」について、市民の立場から意見を整理しましたので、次のとおり、報告いたします。 

 

【実績報告書から】  

 「姶良市男女共同参画基本計画 平成 30 年度事業実施状況報告書」にあります、事業課（総数 29 課）

による自己評価（一次評価）によると、事業総数 321 件のうち 87％にあたる 280 件が A 評価であり、 

おおむね高い評価となっているようです。 

しかしながら、配慮項目ごとに見ますと、8 つの項目中４つの項目で A 評価が 90％を超えていますが、

配慮項目６「事業の対象者に対して、アンケート調査や意見交換などを行い、男女共同参画の意識につい

ての現状把握を行った。」については、他項目と比較して、実施の水準が低く、課題があることが読み取

れます。 

重点項目ごとに見ますと、重点項目６「仕事と生活の調和を図るための男女共同参画の視点に立った環

境の整備」、重点項目８「男女共同参画の視点に立った地域づくり活動の推進」については、他項目と比

較して、実施の水準が低いなど課題があることが読み取れます。環境の整備、推進体制の充実が一層望ま

れるところです。 

また、計画策定当初の所管課で行っていた事業が終了もしくは事業内容の変更等により、実施が困難に

なるなど、計画策定から６年が経過し、状況の変化に対応できない状況があるようです。第２次計画にお

いては、その対応に配慮してください。 

そのほか、具体的な意見につきましては次のとおりです。 

「重点項目２ 男女共同参画社会の形成を阻害する制度・慣行の見直し」におきましては、自治会長向

けの研修内容に、男女共同参画や人権問題等を取り入れてください。 

「重点項目５ 生活上の困難や課題をかかえる人々が安心して暮らせるための男女共同参画の視点に

立った環境の整備」におきましては、姶良市内でも工場などに勤める外国人の方々が多くなったように見

受けられます。日本での暮らしで困った事などを相談できる環境整備を図ってください。 

「重点項目６ 仕事と生活の調和を図るための男女共同参画の視点に立った環境の整備」におきまし

ては、市役所において、基本的なワーク・ライフ・バランスを学ぶ機会、人材育成を組織全体で考え、取

り組んでください。また、介護については性別にかかわらない問題ではありますが、とりわけ男性介護者

への取り組みを考えてください。 

 

総括意見としましては、次のとおりです。 

【１．事業の実施について】 

取り組むべき事業については実施を目指してください。起業やコミュニティビジネスなど、意欲のある

市民は多いので、市民のやりたいこと、上がった声をくみ上げ、生かせるような仕組みを作ってくださ

い。男女共同参画の推進に当たっては、県男女共同参画地域推進員ほか地域に居る人材の活用を進めてく

ださい。事業の実施にあたっては PDCA サイクルの確立を推進してください。 

【２．地域・企業への啓発】 

 地域に根強く残る慣行の見直しについて取り組んでください 

 男女共同参画を広げるためには、地域・企業への啓発は欠かせないものでありますが、出前講座（お 



届けセミナー）の実施の要望が少ないようです。実施に向けて、広報を進めるほか、取り組みやすい 

具体的なメニューを提供するよう取り組んでください。 

 

【第 1 次計画総括】 

平成 22 年 3 月合併と同日に「姶良市男女共同参画推進条例」制定、平成 25 年 3 月には「（第１次）

姶良市男女共同参画基本計画」が策定されてこの 6 年間、計画に基づき各部局において様々な事業を展

開していただきました。その計画も平成 30 年度で満了となり、今年度から新たな第２次姶良市男女共同

参画基本計画が始動、事業の進捗も図られていることと存じますが、現行の姶良市総合計画にあります

『可能性全開！夢と希望をはぐくむ まちづくり ～ひとりひとりが主役 住みよい県央都市 あいら

～』への一歩には、年齢・性別にかかわらず、一人ひとりが自分らしく生きていける「男女共同参画社会」

の実現に向けた取り組みが重要であり、今後、計画に基づく事業実施や環境の整備の取り組みが地域の模

範となるように「あらゆる施策において男女共同参画の視点に配慮する」といった、例えば「災害に係る

防災・復興には男女共同参画の視点が必要である」など全庁的な共通認識のもと、男女共同参画社会の形

成に向け取り組んでいただきたいと考えております。 

また、６年前の第１次計画策定時にはなかった女性活躍、働き方改革、子ども子育て支援などの国の重

大施策の実施とともに、姶良市では配偶者暴力相談支援センターの設置など男女共同参画を取り巻く現

状は大きく変化しているようです。 

これらの時代の変化への対応はもちろんのこと、市役所の全部署が男女共同参画の視点に立ち、市民、

事業所、地域等と一体となった取り組みを進められるようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 


